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加古川市立いずみプラザの設置及び管理に関する条例 新旧対象表 

旧 新 

 

別表（第 7条関係） 

1 基本使用料 

(1)  グラウンド・ゴルフ場 

区分 使用料（16ホールにつき） 

市内居住者 一般 200円 

小学生以下 100円 

市外居住者 一般 400円 

小学生以下 200円 

(2)  その他 

区分 午前 9 時か

ら正午まで 

午後 1 時か

ら午後 5 時

まで 

午前9時か

ら午後 5時

まで 

研修室（1室につき） 400円 500円 900円 

ゲートボール場（1面に

つき） 

400円 500円 900円 

2 研修室において冷暖房を使用する場合の使用料の額は、当該使用

区分に係る基本使用料の 10分の 5相当額を加算した額とする。 

3 附属設備の使用料の額は、規則で定める額とする。 

 

 

 

 

 

別表（第 7条関係） 

1 基本使用料 

（1）グラウンド・ゴルフ場 

区分 使用料（16ホールにつき） 

一般 200円 

小学生以下 100円 

   

  

（2）その他 

区分 午前 9時か

ら午後 1時

まで 

午後 1 時か

ら午後 5 時

まで 

午前 9 時か

ら午後 5 時

まで 

研修室（1室につき） 800円 800円 1,600円 

 

 

   

2 附属設備の使用料の額は、規則で定める額とする。 

 



 


